
静岡市自主防災組織防災倉庫設置費補助金交付要綱  

 （趣旨） 

第１条 静岡市は、自主防災組織を育成し、及びその活動を支援するため、防災倉庫の設置

を行う自主防災組織に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付

に関しては、静岡市補助金等交付規則（平成 15年静岡市規則第 44号。以下「規則」とい

う。）及びこの要綱の定めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１）自主防災組織 地域の防災活動を行う町内会及び自治会並びにこれらが連合したもの

をいう。 

（２）防災倉庫 自主防災組織が防災資機材を備えるために設置し､維持管理する倉庫をい

う。 

 （補助事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、防災倉庫を設置

する事業とする。 

 （補助金の額及び採択基準） 

第４条 前条に規定する事業に対する補助金額及び採択基準は、別表のとおりとする。 

 （交付の申請） 

第５条 補助金の交付の申請をしようとする自主防災組織の代表者は、防災倉庫設置費補助

金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（１）防災倉庫設置事業計画書兼予算書（様式第１号の２） 

（２）見積書の写し 

（３）防災倉庫設置予定箇所の写真 

（４）土地使用貸借契約書の写し又は土地賃貸借契約書の写し（防災倉庫用地を借り受けて

いる場合に限 

る。） 

（５）自主防災組織規約 

（６）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （交付の決定等） 

第６条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要

があると認めるときは、現地調査等を行い、内容が適当であると認めるときは、防災倉庫

設置費補助金交付決定通知書（様式第２号）により、当該申請者に通知するものとする。 

（交付の条件） 

第６条の２ 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第６

条第１号から第３号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。 



（１）補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳

簿及び書類を保管しなければならないこと。 

（２）補助事業の遂行に当たっては規則及びこの要綱を遵守すること。 

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。 

 （補助事業の計画変更等） 

第７条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）

は、補助金の交付決定後、第５条第１号及び第２号の記載事項に変更が生じたときは、防

災倉庫設置費補助金交付変更申請書（様式第３号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提

出しなければならない。 

（１）変更防災倉庫設置事業計画書兼予算書（様式第１号の２） 

（２）変更後の見積書の写し 

２ 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更がや

むを得ないと認めるときは、防災倉庫設置費補助金交付決定内容変更通知書（様式第４

号）により、当該交付決定者に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第８条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、防災倉庫設置事業実績報告書（様

式第５号）に次に掲げる書類を添えて、30日以内に市長に提出しなければならない。 

（１）決算書（様式第５号の２） 

（２）納品書の写し（完了届出書の写し） 

（３）領収書の写し 

（４）防災倉庫の設置状況を証する写真 

（５）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （補助金の額の確定） 

第９条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、

必要があると認めるときは、現地調査等を行い、内容が適当であると認めるときは、交付

すべき補助金の額を確定し、防災倉庫設置費補助金交付確定通知書（様式第６号）により

当該交付決定者に通知するものとする。 

 （補助金の請求及び交付） 

第 10 条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、速やかに請求書を市長に提出しな

ければならない。 

２ 市長は、前項の請求書の提出があった日から起算して 30 日以内に補助金を交付するも

のとする。 

 （交付申請の限度） 

第 11条 補助金の交付は、原則として一の自主防災組織につき一会計年度１回とする。 

 （雑則） 

第 12 条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に



定める。 

附 則 

この要綱は、平成 15年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 18年６月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 30年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年９月１日から施行する。 

 

 

 

別表（第４条関係） 

補 助 金 額 
補助金額は、事業費の２分の１以内の額（1,000 円未満の端数を切り捨てた額とす

る。）とし、30万円を限度とする。 

事業費のうち補

助対象となる経

費 

（１）倉庫購入費及び運搬費、組立費 

（２）倉庫設置に伴う土地整地に係る経費 

（３）名入れ料 

 
採 択 基 準  次の（１）から（４）までのすべてに該当する場合において、市長が適切と判断し

た場合に採択する。 

（１）防災倉庫の床面積は、防災資機材が収納できる面積とし、原則として３㎡以上

のものであること。 

（２）防災倉庫を設置するための用地が確保されていること。防災倉庫設置用地が借

地の場合は、自主防災組織の責任において、すべての事務手続きを行うこと。 

（３）防災倉庫に収納する防災用資機材の備えがあること、又は整備計画があるこ

と。 

（４）倉庫には、自主防災組織名及び防災倉庫であることが明記されていること。 



様式第１号（第５条関係） 

 

防災倉庫設置費補助金交付申請書 

 

年  月 日  

 

（宛先） 静岡市長 

 

 

住 所                  

 

名 称           自主防災会  

 

代表者（会長）の氏名           

 

担当者・連絡先              

 

 

静岡市自主防災組織防災倉庫設置費補助金の交付を受けたいので、静岡市自主防災組織防

災倉庫設置費補助金交付要綱第５条の規定により、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 事業の名称   静岡市自主防災組織防災倉庫設置事業 

 

２ 交付申請額                 円 

 

３ 添付資料 

（１）防災倉庫設置事業計画書兼予算書（様式第５号の２） 

（２）見積書の写し 

（３）防災倉庫設置予定箇所の写真 

（４）土地使用貸借契約書の写し又は土地賃貸契約書の写し 

（防災倉庫用地を借り受けている場合に限る。） 

（５）自主防災組織規約 

 

 



様式第１号の２（第５条・第７条関係） 

 

（変更）防災倉庫設置事業計画書兼予算書 

 

１ 事 業 の 名 称 静岡市自主防災組織防災倉庫設置費補助事業 

２ 事業目的の概要 

自主防災組織の強化を図る一環として、災害時に使用 

する防災資機材等を整備し、適切な維持管理を実施するた

めに行うものとする。 

３ 事 業 の 種 類 防災倉庫の設置 

４ 設 置 場 所 
所在地 

静岡市 

 

所有者  

５ 構 造 ・ 面 積 構造：       造   面積：       ㎡ 

６ 工 期 
着工予定 ：     年   月   日 

完成予定 ：     年   月   日 

７ 事 業 費 別紙 見積書のとおり 

 

 

収入の部 

項   目 金   額 摘   要 

静 岡 市 補 助 金 円 
 

自主防災会負担金 円 
 

計 円 
 

 

支出の部 

項   目 金   額 摘   要 

防災倉庫設置事業費 円  

計 
円 

 

 

 

（注）変更防災倉庫設置事業計画兼予算書として使用する場合は、変更箇所に下線を引

く等変更内容が分かるように記載してください。 



様式第２号（第６条関係） 

第   号  

年 月 日  

 

 

 

 

        様 

 

静岡市長  氏    名 印  

 

防災倉庫設置費補助金交付決定通知書 

 

   年   月   日付けで申請のあった静岡市自主防災組織防災倉庫設置事業

については、静岡市自主防災組織防災倉庫設置費補助金交付要綱（以下「要綱」という。）

第６条の規定に基づき、次のとおり補助金の交付を決定しましたので通知します。 

 

記 

 

 

１ 交付決定額                円 

２ 交付の時期   請求書受理後 30日以内 

３ 交付の条件 

（１）次に掲げる記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けるこ

と。 

ア 補助事業の目的又は内容 

イ 補助事業の事業計画又は収入支出の予算 

ウ 交付を受けようとする補助金の額の算出の基礎 

（２）補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は当該事業の遂行が困難となったと 

きは、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。 

（３）補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受ける

こと。 

（４）補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれら

の帳簿及び書類を保管しなければならないこと。 

（５）補助事業の遂行に当たっては静岡市補助金等交付規則（平成15年静岡市規則第44

号）及び要綱を遵守すること。 



様式第３号（第７条関係） 

 

防災倉庫設置費補助金交付変更申請書 

 

年 月 日  

 

 

（宛先）静岡市長 

 

住 所                  

 

名 称           自主防災会  

  

代表者（会長）の氏名           

 

担当者・連絡先          

 

 

  年  月  日付け   第   号により交付決定を受けた防災倉庫設置事業の

変更について、承認を受けたいので、静岡市自主防災組織防災倉庫設置費補助金交付要綱

第７条の規定により、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

 

１ 変更の内容 

事 業 名 交付決定額 変更増減額 交付変更申請額 

静 岡 市 自 主 防 災 組 織

防 災 倉 庫 設 置 事 業 
円 円 円 

２ 変更の理由 

 

 

３ 添付資料 

（１）変更防災倉庫設置事業計画書兼予算書（様式第１号の２） 

（２）変更後の見積書の写し 

 

 

 



様式第４号（第７条関係） 

第   号  

年 月 日  

 

         様 

 

静岡市長  氏   名 印  

 

防災倉庫設置費補助金交付決定内容変更通知書 

 

  年  月  日付け申請のあった防災倉庫設置事業の変更については、静岡市自主

防災組織防災倉庫設置費補助金交付要綱第７条の規定により、次のとおり承認したので通

知します。 

 

記 

承認の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第８条関係） 

年 月 日  

 

 

（宛先） 静岡市長 

 

住 所                 

 

名 称          自主防災会  

 

代表者（会長）の氏名          

 

担当者・連絡先             

 

防災倉庫設置事業実績報告書 

 

  年  月  日付け   第   号により補助金の交付決定を受けた防災倉庫を

設置したので、静岡市自主防災組織防災倉庫設置費補助金交付要綱第８条の規定により、

次のとおり関係書類を添えて報告します。 

 

記 

 

 

１ 交付決定額                    円 

 

２ 添付資料 

（１）決算書（様式第５号の２） 

（２）納品書の写し（完了届出書の写し） 

（３）領収書の写し 

（４）防災倉庫の設置状況を証する写真 

 

 

 

 

 

 



様式第５号の２（第８条関係） 

 

決算書 

 

事業実績 

１ 設 置 場 所 
所在地 

静岡市 

 

所有者  

２ 構 造 ・ 面 積 構造：        造   面積：       ㎡ 

３ 工 期 
着工日 ：     年   月   日 

完成日 ：     年   月   日 

 

収入の部 

項   目 金   額 摘   要 

静 岡 市 補 助 金 円 
 

自主防災会負担金 円 
 

計 円 
 

 

支出の部 

項   目 金   額 摘   要 

防災倉庫設置事業費 円 
 

計 円 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第９条関係） 

第   号  

年 月 日  

 

 

 

 

          様 

 

静岡市長  氏   名 印  

 

 

防災倉庫設置費補助金交付確定通知書 

 

  年  月  日付け   第   号により決定した静岡市自主防災組織防災倉

庫設置費補助金の交付について、静岡市自主防災組織防災倉庫設置費補助金交付要綱第９条

の規定により、次のとおり確定したので通知します。 

 

 

 

 

１ 交 付 決 定 額                  円 

 

２ 交 付 確 定 額                  円 

 


